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表紙

証券コード：261A

第68期　定時株主総会
招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使
してくださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2026年３月25日（水曜日）午後５時30分まで

開催日時
2026年３月26日（木曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所
東京都新宿区西新宿二丁目２番１号
京王プラザホテル　南館４階　扇
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

議　　案
議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）４名選任の件

　

株式会社日水コン
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招集ご通知

証券コード　261A
2026年３月10日

（電子提供措置の開始日 2026年３月４日）
株　主　各　位

東京都新宿区西新宿六丁目22番１号
株 式 会 社 日 水 コ ン
代表取締役社長 中 西 新 二

【当社ウェブサイト】
https://www.nissuicon.co.jp

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/261A/teiji/

第68期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式情報」「株主総会」を順に
選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日水コン」又は「コード」
に当社証券コード「261A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年３月25日（水曜日）午
後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目２番１号

京王プラザホテル　南館４階　扇
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第68期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第68期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議　案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書
面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社
定款第15条第2項の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

　① 連結計算書類の「連結注記表」
　② 計算書類の「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査等委

員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部で
あります。

◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の発送に代えて、本株主総会終了後、
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、ご理解賜りますようお願い申し
あげます。

－ 2 －



2026/02/25 16:08:29 / 25282718_株式会社日水コン_招集通知_電子提供措置用

議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権の行使は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月26日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）

2026年3月25日（水曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2026年３月25日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

招集通知参照と
議決権行使はこちら
株主総会ポータルサイト
ログイン用QRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

・代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権
を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

－ 3 －
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議決権行使のご案内

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年3月25日（水曜日）

午後５時30分まで
　

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限 2026年3月23日（月曜日）午後５時30分まで

ご注意事項  
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行

使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力
いただく必要があります。

●インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合
は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたしま
す。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場
合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いい
たします。

 お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
受付時間
午前9時～午後9時

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

スマートフォン等による議決権行使方法
2 株主総会ポータル®トップ画
面から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

3 スマート行使®トップ画面が表
示されます。以降は画面の案内
に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使書用紙に記載の
QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。

PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログ
イン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトもご利用いただけます。　▶https://www.web54.net

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。いただいたご質
問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただきます。上記の
議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンをタップ／クリ
ックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご入力ください。
※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

－ 4 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の通商政策による影響がみられるものの、緩や

かな回復基調で推移いたしました。一方で、物価上昇の継続により個人消費に及ぼす影響が景
気を下押しするリスクとなっています。このような経済環境の中、当社グループが属する建設
コンサルティング事業では、2024年１月の能登半島地震や2025年１月の埼玉県八潮市で発
生した道路陥没事故を受け、インフラの災害対策や老朽化対策が一層求められており、国土強
靱化の必要性から公共事業関係費が安定的に推移しております。2025年６月には、2026年
度以降に継続的・安定的な国土強靱化の取り組みを進めるための「第１次国土強靱化実施中期
計画」が閣議決定され、事業環境は堅調に推移いたしました。

　当社グループは、このような経営環境のもと、ウォーターPPP（注）関連業務やインフラ施
設の老朽化対策・耐震化対策業務等に注力することにより、当連結会計年度における連結受注
高は26,518百万円（前期比10.9%増）、連結受注残高は24,759百万円（前期比9.1%増）、連
結売上高は24,413百万円（前期比3.7%増）となり、損益面では、営業利益は2,379百万円
（前期比9.3%増）、経常利益は2,506百万円（前期比15.2%増）、親会社株主に帰属する当期
純利益は1,730百万円（前期比16.0%増）となりました。
（ 注 ） 公 共 サ ー ビ ス に 民 間 の 知 恵 と 資 金 を 活 用 す るPPP （Public Private 

Partnership）/PFI（Private Finance Initiative）のうち、水道・下水道・工業用水道
の各分野において、公共施設等運営事業に段階的に移行するための官民連携方式のこと
を言います。

当社グループは建設コンサルティング事業の単一セグメントでありますが、当社グループの
業績を分野別に示すと、次のとおりであります。

（水道）
ウォーターPPP関連業務、老朽化・耐震化対策業務、広域化計画業務、国土強靱化に関連し

た災害対策業務等に取り組んでまいりました。この結果、売上高は8,681百万円（前期比
5.5%増）となりました。

－ 5 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

分 野

第 67 期
（2024年12月期）
（前連結会計年度）

第 68 期
（2025年12月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率

水 道 8,231百万円 35.0% 8,681百万円 35.6% 449百万円 5.5%

下 水 道 11,593百万円 49.3% 12,194百万円 50.0% 601百万円 5.2%

河 川 そ の 他 3,708百万円 15.8% 3,537百万円 14.5% △170百万円 △4.6%

合 計 23,533百万円 100.0% 24,413百万円 100.0% 880百万円 3.7%

（下水道）
ウォーターPPP関連業務、老朽化・耐震化対策業務、浸水対策業務、国土強靱化に関連した

災害対策業務等に取り組んでまいりました。この結果、売上高は12,194百万円（前期比5.2%
増）となりました。

（河川その他）
治水・利水・環境、国土強靱化に関連した災害対策業務等に取り組んでまいりました。加え

て、小水力発電等、水を起点とした新規事業も実施しました。しかしながら、当社及び子会社
における治水・利水業務等の受注減少の影響もあり、売上高は3,537百万円（前期比4.6%
減）となりました。

分野別売上高

② 設備投資の状況
　当連結会計年度中における重要な事項はありません。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度中における重要な事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　当連結会計年度中における重要な事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　当連結会計年度中における重要な事項はありません。

－ 6 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　当連結会計年度中における重要な事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　　当連結会計年度中における重要な事項はありません。

区 分 第 65 期
(2022年12月期)

第 66 期
(2023年12月期)

第 67 期
(2024年12月期)

第 68 期
(当連結会計年度)
(2025年12月期)

受 注 高 (百万円) 22,105 24,009 23,921 26,518

売 上 高 (百万円) 20,770 21,884 23,533 24,413

経 常 利 益 (百万円) 1,909 1,639 2,175 2,506

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 1,078 1,103 1,491 1,730

１株当たり当期純利益 (円) 54.22 92.98 125.73 147.09

総 資 産 (百万円) 21,204 21,496 22,948 24,792

純 資 産 (百万円) 12,049 13,248 14,328 14,963

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 1,011.57 1,110.95 1,198.24 1,266.67

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．第66期以前は金融商品取引法に基づく数値であります。
２．当社は2024年４月１日付で１株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。第65期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しておりま
す。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 65 期
(2022年12月期)

第 66 期
(2023年12月期)

第 67 期
(2024年12月期)

第 68 期
(当事業年度)

(2025年12月期)

受 注 高 (百万円) 21,150 22,682 22,743 22,268

売 上 高 (百万円) 19,818 20,875 22,262 23,027

経 常 利 益 (百万円) 1,851 1,776 2,106 2,326

当 期 純 利 益 (百万円) 1,076 1,112 1,477 1,636

１株当たり当期純利益 (円) 54.13 93.79 124.50 139.04

総 資 産 (百万円) 20,441 20,707 21,993 23,137

純 資 産 (百万円) 11,592 12,696 13,580 13,616

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 976.94 1,069.98 1,144.48 1,163.84

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１．第66期以前は金融商品取引法に基づく数値であります。
２．当社は2024年４月１日付で１株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。第65期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しておりま
す。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

砂防エンジニアリング株式会社 20百万円 100.0％ 建 設 コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業

株 式 会 社 イ オ 20百万円 60.0％ 分析事業・コンサルティング事業

株 式 会 社 Ｒ ｉ ｆ レ ッ ク ス 40百万円 55.0％ 上 下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 ・
コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業

PT.DACREA Design And

Engineering Consultants
24

（22
億ルピア
百万円） 55.0％ 建 設 コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　　親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１．資本金の（　）による日本円表示については、期末日現在のレートで換算しております。
　　　２．株式会社Ｒｉｆレックスの議決権比率のうち、4.0%は間接保有によるものであります。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
　当社グループを取り巻く事業環境として、景気は企業収益の回復により雇用・所得環境が改善
し、緩やかな回復が期待され、一方で、為替変動や物価上昇等の影響、自然災害や水インフラの
老朽化に起因する事故等、状況は急激に変化しております。経営環境の変化に応じた機動的な業
務遂行が求められています。
　また、持続的な企業価値向上のために、コーポレートガバナンスの強化や働き方改革への対
応、サステナビリティ経営の実践等、様々な対処すべき課題への対応が求められています。

　　このような状況の中、2026年から2030年を対象とする「日水コングループビジョン
2030（以下「ビジョン」という。）」を策定し、2030年に目指す姿として連結売上高300億
円、連結営業利益30億円（営業利益率10％）、ROE10％、従業員（連結）900名を掲げ、目標
達成を目指してまいります。ビジョンの重点施策は、次のとおりであります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

① 事業戦略
　既存事業の磨き込みとして、上下水道・流域水インフラ領域における着実な継続成長を
追求していきます。加えてPPP/PFI(官民連携）及びアグリ領域（農業水利分野）に注力す
ることで成長領域への拡大を図ります。海外事業は、事業の収益基盤構築に向けて選択と
集中による案件ポートフォリオの整理を進めていきます。
　これらの事業戦略を加速させる機能として、社内外のデジタル化推進、研究開発・新規
事業開発の体制強化に取り組みます。

② コーポレート戦略
　当社事業を支えるグループ体制強化に向けて、2030年にかけて新たな地域会社・
SPC（特別目的会社）の設立や、戦略的なM&Aを推進します。また、人材の量的確保と質
的確保の解決のために、採用強化と流出抑止（リテンション強化）による量的確保を基盤
とし、従業員の能力開発とその保有能力の発揮による組織的な質的向上を図ります。

　なお、上記ビジョン達成に向けて、設計品質の底上げを重要な柱として位置付け、人材の計画
的な確保に加え、ベテランから中堅・若手への体系的な技術伝承及び部門横断的な設計照査活動
の強化に取り組みます。

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
　当社グループは、上下水道等のライフライン、河川・砂防等の防災関連等の「社会インフラ」
の整備において、主に官公庁等の公的機関から発注を受け、調査・設計等に関わる技術的なコン
サルティングを行っております。具体的には、水道部門や下水道部門における調査・計画や設
計・工事監理等のほか、流域水管理部門（河川・砂防、湖沼等における治水・防災、水利用、水
環境）、建築部門（上下水道事業に係る施設）、機電部門（上下水道事業に係る施設）等の部門
を抱えております。また、これら全般に関わるDX部門について強化を進めております。海外案
件においても、JICA（独立行政法人国際協力機構）もしくは円借款等を通じて東南アジア、イ
ンド、さらにはアフリカ等の各国政府機関等からの受注実績も有しております。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

本 社 ・ 中 央 研 究 所 東京都新宿区

支 所
北海道支所（北海道札幌市）、東北支所（宮城県仙台市）、東京支所（東
京都新宿区）、名古屋支所（愛知県名古屋市）、大阪支所（大阪府吹田
市）、広島支所（広島県広島市）、九州支所（福岡県福岡市）

砂 防 エ ン ジ ニ ア リ ン グ　　
株 式 会 社 本社（埼玉県川越市）、九州支社（熊本県熊本市）

株 式 会 社 イ オ 本社（東京都日野市）

株式会社Ｒｉｆレックス 本社（宮城県宮城郡利府町）

PT.DACREA Design And 
Engineering Consultants 本社（インドネシア共和国ジャカルタ首都特別州）

(6) 主要な事業所（2025年12月31日現在）
① 当社

② 子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

建 設 コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業 737（304）名 22名増 （1名減）

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー
プへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員及びアルバイトを含み派遣社員を除く。）
は、最近１年間の平均人員（１日所定労働時間換算）を（　）外数で記載しております。

　　　２．当社グループは、建設コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省
　　　　　略しております。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

668（285）名 13名増（3名減） 41.7歳 13.5年

部 門 の 名 称 使 用 人 数

技 術 部 門 540（181）名

営 業 部 門 77（72）名

管 理 部 門 51（32）名

合 計 668（285）名

② 当社の使用人の状況

　当社は建設コンサルティング事業の単一セグメントであるため、部門別に記載しております。

（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時
雇用者数（契約社員及びアルバイトを含み派遣社員を除く。）は、最近１年間の平均人員（１日所定労働
時間換算）を（　）外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
　　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。

－ 12 －



2026/02/25 16:08:29 / 25282718_株式会社日水コン_招集通知_電子提供措置用

株式の状況

① 発行可能株式総数 47,464,000株

② 発行済株式の総数 11,866,000株

③ 株主数 8,998名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ク ボ タ 2,370,000株 19.97％
公益財団法人水・地域イノベーション財団 1,820,000株 15.34％
伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 1,000,000株 8.43％
株 式 会 社 栗 本 鐵 工 所 769,200株 6.48％
石 垣 メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社 349,600株 2.95％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 342,800株 2.89％
N O M U R A  I N T E R N A T I O N A L
A L  P L C  A / C  J A P A N  F L O W 339,000株 2.86％

四 戸 　 泉 300,000株 2.53％
THE HONGKONG AND SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED-
HONG KONG PRIVATE BANKING 
DIVISION CLIENT A/C 8028-394841

219,900株 1.85％

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 160,600株 1.35％

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

④ 大株主

（注）自己株式は保有しておりません。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　　該当事項はありません。

⑥ その他株式に関する重要な事項
　　当社は、2025年３月26日開催の第67期定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の

向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する「株式交付信
託」制度を導入しております。
　当事業年度末日（2025年12月31日現在）において、「株式交付信託」が保有する当社株
式は166,200株であります。
　なお、「株式交付信託」に関して設定される信託が保有する当社株式については、自己株式
に含めておりません。
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新株予約権等の状況

株 式 会 社 日 水 コ ン 第 １ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2024年３月22日

新 株 予 約 権 の 数 799個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 と 数 普通株式 79,900株

（新株予約権１個につき 100株）　
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 105,000円
（１株当たり 1,050円）　

権 利 行 使 期 間 2026年３月 23 日から
2034年３月３日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員であるもの及び社外役員を除く）

新株予約権の数 799個
目的となる株式数 79,900株
保有者数 ４名　

社 外 取 締 役
（監査等委員であるものを除き、社外役員に限る）

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名　

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役
新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名　

(2) 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

(注）新株予約権行使の条件
１．新株予約権の割当日において当社取締役又は執行役員であった新株予約権者は、新株予約権の権
　　利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員又は従業員の
　　いずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他
　　新株予約権者の退任もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の権利行使につき正当な
　　理由があると当社取締役会の決議により認めた場合はこの限りではない。
２．その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権付与契
　　約で定めるところによる。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 野 村 喜 一
一般社団法人持続可能な社会のための日本下水道産業
連合会　会長（代表理事）
公益財団法人水・地域イノベーション財団　理事長

代 表 取 締 役 社 長 中 西 新 二 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会　会長

取 締 役
専 務 執 行 役 員
コ ー ポ レ ー ト 本 部 長
（ 兼 ） 内 部 統 制 統 括 部 長

小石川　信　昭

取 締 役
常 務 執 行 役 員
コンサルティング本部長

種 市 尚 仁

取 締 役 （ 社 外 ） 小 川 健 一 エス・ピー・アール・レンタル株式会社　相談役

取締役（常勤監査等委員） 春　　　公一郎
PT.DACREA Design And Engineering Consultants　監査役
株式会社NSCテック　監査役
砂防エンジニアリング株式会社　監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） （ 社 外 ） 髙 田 裕 久 髙田裕久公認会計士事務所
株式会社PR TIMES　社外常勤監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） （ 社 外 ） 柗 田 由 貴
サンライズ法律事務所パートナー
株式会社日本アクア　社外取締役監査等委員
テモナ株式会社　社外取締役監査等委員

(3) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１. 取締役　小石川信昭氏は、2026年１月１日付で専務執行役員コーポレート本部管掌（兼）内部統制
統括部長に就任しております。

２. 取締役　小川健一氏、並びに取締役（監査等委員）髙田裕久氏及び柗田由貴氏は社外取締役です。
３. 取締役（監査等委員）髙田裕久氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。
４. 2025年３月26日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって、取締役　間山一典氏は退任いたし

ました。
５. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との連携により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化

するため、春公一郎氏を常勤の監査等委員に選定しております。
６．当社は、社外取締役小川健一氏、髙田裕久氏及び柗田由貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は各社外取締役及び監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款
の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に
基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

③ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、当該保険契約により被保険者が負担することとなる損害賠償金等の損害を填補すること
としております。当該保険契約の概要等は次のとおりであります。
イ. 被保険者の範囲

　当社取締役、執行役員（これらの相続人や退任役員等を含む）

ロ. 保険契約の内容の概要
　当該保険契約により、被保険者が当社業務につき行った行為（不作為を含む）に起因し
て、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことから被保険者が被る損害賠
償金や争訟費用等が填補されることとしております。ただし、被保険者が私的な利益又は便
宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求、被保険者の犯罪行為に起因する損害賠
償請求等は補償対象外であり、職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じており
ます。
　なお、保険料は原則として当社が負担しており、第69期（2026年１月１日から2026年
12月31日まで）についても、2025年12月19日開催の取締役会において保険料を全額当社
負担として契約更新することを決議しております。

⑤ 取締役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、取締役がこれまで以上に業績並びに企業価値向上への貢献意欲を高めるととも
に、優秀な人材を確保することを目的に、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に
関する方針を制定しており、その内容は以下のとおりであります。
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会社役員の状況

（取締役報酬の基本方針）
（１）短期的な業績だけでなく、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向

け、取締役のインセンティブを高める報酬内容とする。
（２）各取締役の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。
（３）企業価値向上の実現に必要となる優秀な人材の確保に資するものとする。
（４）株主の皆様との価値を共有する報酬体系とする。

１ 報酬の構成
　当社の取締役（監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以
下、「業務執行取締役」という。）の報酬は、その役位等に応じた「基本報酬」、各事業
年度の業績に対する短期インセンティブ報酬としての「業績連動報酬（賞与）」及び中長
期インセンティブ報酬としての「⾮金銭報酬（株式報酬）」で構成される。
　社外取締役及び監査等委員である取締役（⾮業務執行取締役）は、その役割に鑑み、
「基本報酬」のみで構成され、業績連動報酬等及び⾮金銭報酬等の対象外とする。

２ 業績指標に連動しない金銭報酬に関する決定方針
　取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責等を総合考慮して決定する。

３ 業績連動報酬等に関する決定方針
　業務執行取締役の業績連動報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、各
事業年度の当期純利益等の利益指標に応じて算出された額を賞与として含み、毎年１回⽀
給する。

４ ⾮金銭報酬等に関する決定方針
　業務執行取締役に対する⾮金銭報酬等（株式報酬を含む）は、業績指標に連動しない金
銭報酬及び業績連動報酬とは別枠として株主総会に提案した上でその決議に基づき⽀給す
る。
　2025年３月26日開催の第67期定時株主総会決議に基づく⾮金銭報酬である株式報酬
については、対象となる取締役の役位、職責等を総合考慮して決定する。

５ 報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
　業務執行取締役についての報酬等の種類ごとの割合は、原則として基本報酬65%、業
績連動報酬（賞与）20%、⾮金銭報酬（株式報酬）15%とした上で、業界の動向、当社
の経営環境、各業務執行取締役の職責等を総合的に勘案して決定する。
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６ 報酬等を与える時期又は条件に関する決定方針
　基本報酬は、毎月定額を金銭で⽀給する。
　業績連動報酬は、各事業年度の当期純利益等の利益指標に応じて算定された額を定時株
主総会終了後３月末までの営業日に年１回、金銭で⽀給する。
　⾮金銭報酬である株式報酬は、2025年３月26日開催の第67期定時株主総会決議に基
づき、年１回、当社が定める株式交付規程に規定される付与日にポイントとして付与し、
退任時において、かかる時点までに付与を受けた総ポイントに応当する当社株式を交付す
る。
　取締役に対する退職慰労金は⽀給しない。

７ 決定の全部又は一部を第三者に委任する場合の決定事項
　業務執行取締役の個人別の基本報酬の額及び業績連動報酬の額は、株主総会で決議され
た報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、取締役会決議によって取締役社
長にその決定を委任する。なお、取締役会は個人別の基本報酬の額及び業績連動報酬の額
を決定するにあたり、取締役会長及び社外取締役２名により構成される任意の指名報酬委
員会に諮問するものとし、取締役社長は、この諮問に対する取締役会への答申を踏まえて
個人別の基本報酬の額及び業績連動報酬の額の決定を行うものとする。

８ 第三者へ委任する場合以外の決定方法
　⾮金銭報酬のうち業務執行取締役の個人別の株式報酬については、2025年３月26日開
催の第67期定時株主総会決議及び当社が定める株式交付規程に基づき交付する。また、
監査等委員である取締役の基本報酬は株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲
内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。

９ その他の重要事項
　当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、その
促進を図るため、当社の価値観及び行動規範に沿った職務を遂行できる多様かつ優秀な人
材の確保を確実なものとし、業績との連動性を考慮することによってインセンティブとし
て機能する⼗分な報酬体系とする。

　取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内におい
て、任意の指名報酬委員会からの答申を踏まえ決定していることから、取締役会は当事業年度に
係る個人別の報酬等の内容が上記方針に沿うものであると判断しております。
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区 分 報酬等の総額
（ 千 円 ）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（ 名 ）基 本 報 酬 業 績 連 動

報 酬 等
⾮ 金 銭
報 酬 等

取　締　役（監査等委員を除く）
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

140,209
(4,200)

90,960
(4,200)

34,283
(－)

14,966
(－)

６
(１)

取 　 締 　 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

23,400
(8,400)

23,400
(8,400)

－
(－)

－
(－)

３
(２)

合 　 　 　 計
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

163,609
(12,600)

114,360
(12,600)

34,283
(－)

14,966
(－)

９
(３)

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
２. 2023年３月24日開催の第65期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬限度額は、年額200,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない。）とし、各取締役への具
体的な金額及び⽀給の時期等は取締役会にて決定することで決議いただいております。なお、当該株
主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名（うち、社外取締役２
名）です。

３. 2023年３月24日開催の第65期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役）の報酬
限度額は、年額50,000千円以内とし、各取締役（監査等委員である取締役）への具体的な金額及び
⽀給の時期等は監査等委員である取締役の協議に一任することで決議いただいております。なお、当
該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役）の員数は３名（うち、社外取締役２名）で
す。

４. 「２．会社の現況　（３）会社役員の状況　⑤取締役の報酬等　イ.役員報酬等の内容の決定に関す
る方針等」のとおり、取締役会の決議に基づき、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の基本報酬⽀給額は、役位、職責等を総合考慮しつつ、代表取締役社長　中西新二氏に委
任され、具体的内容の決定を行っております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任
意の指名報酬委員会がその妥当性について審議しております。

５. 業績連動報酬等の額は、役員賞与34,283千円であります。「２．会社の現況　（３）会社役員の状況　
⑤取締役の報酬等　イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおり、取締役会の決議に基づ
き、当事業年度に係る取締役（監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）
の業績連動報酬等は、全体の業績を考慮しつつ、役位ごとの業績連動報酬基準額に評価係数を乗じ、
各取締役の査定を行うのに適任である、代表取締役社長　中西新二氏に委任され、具体的内容の決定
を行っております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名報酬委員会がその
妥当性について審議しております。
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６. 上記⽀給金額のほか、2025年３月26日開催の第67期定時株主総会において、取締役（監査等委員
でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、２．に記載の取締役の報酬とは
別枠で、「株式交付信託」制度を導入いたしました。本制度で定める株式交付規程に基づき、必要資
金として120百万円（５事業年度分）を上限として金銭を拠出しております。なお、当該株主総会終
結時点の取締役(監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の員数は4名で
あります。

７. ⾮金銭報酬等の総額は、取締役（監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除
く。）に対する「株式交付信託」に係る当事業年度における株式給付引当金繰入額であります。

８. 当社は、2023年３月24日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止
し、同総会終結後引き続き在任する取締役に対し、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰
労金をそれぞれの退任時に⽀給し、具体的金額、時期、方法等は退任取締役については取締役会に、
退任監査役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任することを同総会で決議しま
した。これに基づき、当事業年度中に退任した取締役１名（うち社外取締役０名）に対し14,962千
円の役員退職慰労金を⽀給しております。なお、⽀給金額は過年度の事業報告において役員退職慰労
引当金繰入額として費用計上済であります。

９．取締役の報酬等の総額は2025年３月26日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役１名（うち社外取締役は０名）を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の取締役の員数は
８名（うち社外取締役は３名）であります。

⑥ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　　社外取締役の兼職の状況は「２．会社の現況　（３）会社役員の状況　①取締役の状況

（2025年12月31日現在）」に記載のとおりであります。なお、各社外取締役の兼職先と
当社との間に記載すべき関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 小 川 健 一

当事業年度に開催された取締役会14回のうち、13回に出席いたしまし
た。主に元下水道事業管理者の視点から、取締役会では積極的に意見を
述べており、事業方針、戦略などについて、専門的な立場から監督、助
言を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するため適切な役割を
果たしております。

取締役
(監査等委員) 髙 田 裕 久

当事業年度に開催された取締役会14回のうち、14回に出席いたしまし
た。主に公認会計士としての視点から、取締役会では積極的に意見を述
べており、財務、会計制度などについて、専門的な立場から監督、助言
を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するため適切な役割を果
たしております。
また、監査等委員会14回のうち、14回に出席し、適宜、必要な助言、
意見表明を行っております。

取締役
(監査等委員) 柗 田 由 貴

当事業年度に開催された取締役会14回のうち、14回に出席いたしまし
た。主に弁護士としての視点から、取締役会では積極的に意見を述べて
おり、法的リスクや適法性などについて、専門的な立場から監督、助言
を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するため適切な役割を果
たしております。
また、監査等委員会14回のうち、14回に出席し、適宜、必要な助言、
意見表明を行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 48百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 48百万円

(4) 会計監査人の状況
① 名称 PwC Japan有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

３. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士（外国にお
けるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選
定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人PwC Japan有限責任監査法人は、会社法第427条第１項及び定款の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としておりま
す。

⑥ 補償契約の内容の概要等
　　該当事項はありません。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」その他業務の適
正を確保するための体制
　当社は2023年３月24日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。それに伴い、同日付
で「内部統制システムの基本方針」を制定しており、その内容は以下のとおりであります。
　株式会社日水コン（以下「当社」という。）は、当社及びその子会社からなる日水コングルー
プ（以下「当社グループ」という。）の業務の適正を確保し、企業統治の強化及び質の向上に資
するため、関連諸法令及び経営理念等を踏まえ「内部統制システムの基本方針」を取締役会にお
いて決議します。
　当社は、「内部統制システムの基本方針」に基づく当社グループの統制状況を取締役会におい
て適切に把握及び検証し、体制の充実に努めます。また、当社は、当社グループの経営に重大な
影響を及ぼす事案が発生した場合、速やかに取締役会で対応方針を決定し、必要な対策を講じま
す。
１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事
項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。

(2) 取締役会は、内部統制システムの基本方針を決定し、取締役が、実効性のある内部統制シ
ステムを構築・運用し、適切かつ健全に業務が執行されているかを監督する。

(3) 取締役は、当社グループの他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執
行の監視を行う。

(4) 取締役の意思決定機能及び監督機能の強化並びに業務執行の効率化を図るため、執行役員
制度を採用し、執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づ
き担当職務を執行する。

(5) 当社は、企業としての使命や社会に対する責任を踏まえた「経営理念」及び「行動規範」
を策定し、当社グループの取締役及び使用人は、法令及び定款を遵守し、「経営理念」及
び「行動規範」に則り行動する。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、関連法令
及び稟議規程、文書保存規程等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善を行う。
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３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理規程を制定し、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置す
る。リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき、全社的なリスクに関する情報の収
集、分析や対応策の検討等を行い、役職員等に対しリスクの回避、軽減及び移転その他の
必要な措置を決定、実行の指示をするリスクマネジメントを行う。

(2) 突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、取締役社長をリスク管理統
括責任者とする緊急事態対応体制をとる。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会規程に基づき、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、法令
又は定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定する。

(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、執行役員制度を採用し、取
締役会が決定した経営方針に基づき職務を遂行する。

(3) 職務権限規程において明確化された各職位の責任と権限に基づいて、業務の組織的かつ効
率的な運営を図る。

５ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループ全体のコンプライアンス全般を統括する「コンプライアンス管理規程」を制
定し、取締役社長又は取締役社長が常勤取締役の中から任命した委員長が統括するコンプ
ライアンス審議会でコンプライアンスに関する情報を収集し、対応について審議したうえ
で、リスク管理委員会へ報告することによって、コンプライアンスに係るリスクを網羅的
に把握し、管理する。

(2) コンプライアンス違反等に関する通報又は相談の適切な処理の仕組みとして内部通報規程
を定めるとともに、社内外に通報窓口を設置している。これにより、不正行為の早期発見
と是正を図っている。
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６ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営管理情報等について事前又は事後

の報告、並びに経営の重要事項について事前承認を求めるとともに、具体策の相互支援を
迅速に図るべく協議・連携を図る。

(2) 関係会社管理規程により、子会社の管理・支援体制に関する運用・手続等を定め、当社グ
ループ全体としての経営効率の向上を図る。また、原則年１回社長会を開催し、相互理
解・共通認識等の意思統一を促進する。

(3) 子会社に対し、継続的な教育・研修活動として、コンプライアンス研修への参加を可能と
している。また、当社の内部通報制度と同様の体制整備を図らせるとともに、重要事案に
ついては当社に対する報告を徹底させる。内部監査規程に基づき、当社の内部監査室が当
社グループの内部監査を実施し、その指摘事項及びその改善勧告に対して必要な措置を講
じなければならない。

７ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該使用人に
ついて、監査等委員会以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に
関する事項
(1) 監査等委員の職務を補助する使用人を、内部監査室に配置し、監査等委員の指示によりそ
の職務を行う。監査等委員会の職務を補助すべき取締役はおかない。

(2) 監査等委員会の補助を行う使用人は、監査等委員会の職務を補助する場合にあっては監査
等委員会の指示に従わなければならない。

(3) 監査等委員会の補助を行う使用人の人選、人事異動等の決定については、監査等委員会の
同意を得なければならない。

８ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社の子会社の取締役
等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための
体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会又は監査
等委員会が指名した監査等委員からその職務の執行に関する事項について報告を求められ
たときは、速やかに適切な報告を行う。

(2) 当社の取締役及び使用人は、当社、当社の子会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及
ぼすおそれのある事項を発見した場合には、その内容について直ちに監査等委員会又は監
査等委員会が指名した監査等委員に報告しなければならない。

－ 25 －



2026/02/25 16:08:29 / 25282718_株式会社日水コン_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(3) 監査等委員会に対する報告体制を整備すべく、社内規程として次の内容を含む「監査等委
員会への報告等に関する規程」を制定し、適切に運用する。
① 当社グループの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会
又は監査等委員会が指名した監査等委員から子会社に関する事項について報告を求めら
れたときは、速やかに適切な報告を行う。

② 当社グループの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、子会社の業務
又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、その内容
について直ちに監査等委員会又は監査等委員会が指名した監査等委員に報告しなければ
ならない。

９ 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
　監査等委員会へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保する体制を整備すべく、前項の報告を行った者に対して当該報告をしたことを理由として
不利益な取扱いを行わないこと等を内容とする「監査等委員会への報告等に関する規程」を制
定し、適切に運用する。

10 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず
る費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保
するための体制
(1) 当社は、次の内容を含む「監査等委員会への報告等に関する規程」を制定し、適切に運用
することとする。
① 当社は、監査等委員又は監査等委員会が監査等の職務の執行のために弁護士、公認会計
士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託する
など所用の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員又は監査等委員会
の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これに応じる。

② 着手金等の前払い、及び事後的に発生した費用等の償還その他の監査等委員会の職務の
執行に係る費用についても同様とする。

③ 当社の代表取締役は、監査等委員会又は監査等委員会が指名した監査等委員と定期的に
会合を持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、監査等
委員会監査の環境整備、監査上の重大課題等について意見交換を行う。

－ 26 －



2026/02/25 16:08:29 / 25282718_株式会社日水コン_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

④ 当社の取締役及び使用人は、監査等委員会が指名した監査等委員が、経営会議その他の
重要な会議に出席して意見を述べ、又は説明を求めた場合には、誠実かつ適切に対応す
る。

(2) 「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」その他業務の適
正を確保するための体制の運用状況
　当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下
の具体的な取組みを行っております。
　(ア) 取締役の職務の執行に関する取組み

当事業年度は、取締役会14回、監査等委員会14回、経営会議24回を開催し、経営方針及
び経営戦略に関する重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

　(イ) リスク管理体制に関する取組み
当社に関連のあるリスク要因を抽出し、その特徴を踏まえて発生頻度と影響額を５段階で
評価し、リスク管理委員会にてリスクマップを更新いたしました。

　(ウ) 業務執行の効率性の向上に関する取組み
経営に係る重要事項につき適切な意思決定を行うため、取締役会を14回開催したほか、
月２回経営会議を開催して関係する執行役員間において意思決定に先立つ議論・検討を行
っております。

　(エ) コンプライアンスに対する取組み
コンプライアンスに関する社内啓発を行い、年２回のコンプライアンス研修を行っており
ます。

　(オ) 子会社管理に関する取組み
当社の取締役会は、当社が定める関係会社管理規程等に基づき、子会社の経営管理情報等
について事前又は事後の報告を受け、経営の重要事項について事前承認を行っており、経
営責任と権限を付与している各子会社に対して、当社グループ全体の発展と繁栄を図るべ
く指導しております。
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４. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆さまに利益を還元していくことを重要
な経営課題の一つとして位置付けております。成長投資と財務基盤の維持のバランスを考慮し、安
定的な配当の継続に加え、自己資本比率の推移を踏まえた株主還元を検討していきます。
　連結配当性向は、50％程度を目安に安定的な配当を目指します。
　当事業年度の期末配当につきましては、１株当たり42円といたしたいと存じます。すでに、
2025年９月12日に実施済みの中間配当１株当たり32円と合わせまして、年間配当は１株当たり
74円となります。これにより、連結配当性向は50.3％となります。
　また、2026年12月期の１株当たり配当は、上記の基本方針に基づき、現時点では中間配当・期
末配当は１株当たりそれぞれ37円とし、年間配当は当期と同額の74円の見通しです。

５. 会社の支配に関する基本方針
　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内
容の概要は以下のとおりであります。
(1)　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針

　　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の安定的な成長、そして企
業価値・株主共同の利益を確保、又は向上させるに資する者が望ましいと考えております。

　　もっとも当社は、当社株式の売買は市場に委ねられるものであることから、最終的には株主の皆
さま全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかど
うかの判断も、最終的には株主全体の合理的な意思に基づき行われるべきものと考えます。また、
その際、株主の判断のために有益な情報が適切かつ積極的に提供され、透明性が確保されることも
重要と考えております。

　　また、買付提案を受けた際は、買収提案の内容を検討するべく、速やかに取締役会に付議又は報
告し、株主の皆さまが必要な情報と相当な検討期間をもって適切な判断（インフォームド・ジャッ
ジメント）を行うことができるように努めます。
　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、当社の企業価値や株主共同の
利益に対し明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆さまに当社株式の売却を事実上強要
することとなるおそれのあるもの等が含まれる可能性があると考えております。当社は、このよう
な不適切な株式の大規模な買付行為を行うと合理的に判断される者は、当社の財務及び事業の方針
を支配する者として適当ではなく、このような者による大規模な買付行為に対しては、金融商品取
引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲において必要かつ相当な措置を速やかに講じるこ
とにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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(2)　基本方針の実現に資する取組みの概要
　当社では、企業価値の向上及び株主利益の確保を目指し、以下の取組みを行っております。
　当社は、2026年から2030年を対象期間とする「日水コングループビジョン2030」を策定し
ており、「水のインパクトカンパニー」を存在意義として、「水の統合インフラマネジメントの
担い手」となることをミッションとしています。当社の価値軸、企業文化を踏まえ、実行能力を
生かして行動することによりミッションを達成し、「潤いのある持続可能な社会の実現」を目指
してまいります。
　「日水コングループビジョン2030」の戦略は、以下のとおりです。

① 事業戦略
イ．基幹事業の磨き込み

a．着実な継続成長の追求（上下水道、流域水インフラ）
b．成長領域への拡大（PPP/PFI・アグリ領域）

ロ．海外事業の選択と集中

② 事業戦略を加速させる機能
イ．社内外のデジタル化推進
ロ．研究開発・新規事業開発の体制強化

③ コーポレート戦略
イ．グループ体制強化
ロ．組織・人材マネジメント
ハ．バックオフィスのＤＸ強化
ニ．サステナビリティ経営の推進

(3)　上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　　　上記(2)記載の取組みは株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みであり、かつ上記

(1)基本方針に沿うものであるとともに、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の
役員の地位の維持を目的としたものではありません。

（用語説明）
水のインパクトカンパニー   ：社会問題の解決を通して経済的成長を実現する企業
水の統合インフラ　　　　  ：上下水道、農業等に係る水インフラにとどまらず、まちづくりや

エネルギー、環境施設等、地域社会を支える多様な水インフラに
関連するインフラ

アグリ領域　　　　　　　　：流域における農業に着目したスマートな農業生産基盤の整備や農
業水利施設の管理・運転の省力化、保全管理の強靭化、水利用の
適正化に関する領域
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　　産　　の　　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
完 成 業 務 未 収 入 金
契 約 資 産
営 業 未 収 入 金
有 価 証 券
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

19,444,020
10,405,020
571,252
8,181,887

4,168
1,497

284,985
△4,791

5,348,536
1,670,445
678,668
280,990
279,921
273,188
94,666
63,010

274,661
271,661
3,000

3,403,429
648,590
1,131,998
1,339,114
283,726　

（負　　債　　の　　部）
流 動 負 債 8,639,848
業 務 未 払 金 765,648
未 払 費 用 765,312
契 約 負 債 1,715,306
未 払 法 人 税 等 648,091
未 払 消 費 税 等 585,984
預 り 金 374,091
賞 与 引 当 金 2,713,273
役 員 賞 与 引 当 金 37,603
契 約 損 失 引 当 金 174,226
業 務 補 償 損 失 引 当 金 561,586
そ の 他 の 引 当 金 36,607
そ の 他 262,114

固 定 負 債 1,188,927
退 職 給 付 に 係 る 負 債 961,895
資 産 除 去 債 務 12,587
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 5,500
株 式 給 付 引 当 金 51,732
そ の 他 157,211

負 債 合 計 9,828,775
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）

株 主 資 本 14,092,705
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 8,202
利 益 剰 余 金 14,397,600
自 己 株 式 △413,097

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 727,093
為 替 換 算 調 整 勘 定 95,222
退職給付に係る調整累計額 631,870

非 支 配 株 主 持 分 143,982
純 資 産 合 計 14,963,781

資 産 合 計 24,792,556 負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,792,556

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 24,413,727
売 上 原 価 17,306,734
売 上 総 利 益 7,106,993
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,727,018
営 業 利 益 2,379,974
営 業 外 収 益

受 取 利 息 28,665
受 取 配 当 金 5,264
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 42,611
受 取 保 険 金 30,000
受 取 補 償 金 25,991
そ の 他 12,513 145,045

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,480
固 定 資 産 廃 棄 損 1,719
為 替 差 損 13,846
そ の 他 1,258 18,304

経 常 利 益 2,506,716
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,506,716
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 980,003
法 人 税 等 調 整 額 △239,667 740,336
当 期 純 利 益 1,766,380
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 35,652
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,730,727

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 100,000 8,202 13,853,472 － 13,961,675

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,186,600 △1,186,600

親会社株主に帰属する当期純利益 1,730,727 1,730,727

自 己 株 式 の 取 得 △413,097 △413,097

株主資本以外の項目の当期変
動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 544,127 △413,097 131,029

当 期 末 残 高 100,000 8,202 14,397,600 △413,097 14,092,705

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 　 　 　 分 純 資 産 合 計為 替 換 算

調 整 勘 定
退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 140,471 116,176 256,648 110,310 14,328,634

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,186,600

親会社株主に帰属する当期純利益 1,730,727

自 己 株 式 の 取 得 △413,097

株主資本以外の項目の当期変
動 額 ( 純 額 ) △45,249 515,694 470,444 33,671 504,116

当 期 変 動 額 合 計 △45,249 515,694 470,444 33,671 635,146

当 期 末 残 高 95,222 631,870 727,093 143,982 14,963,781

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
完 成 業 務 未 収 入 金
契 約 資 産
営 業 未 収 入 金
有 価 証 券
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

18,598,148
9,977,733
358,492
7,995,290

2,910
1,497
4,720

229,157
33,137
△4,791

4,539,374
1,380,403
574,041
280,990

0
264,201
148,527
49,632
63,010

268,879
267,479
1,400

2,890,091
295,240
380,267
5,716
28,128
8,539

194,210
1,718,059
259,929　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 8,411,565
業 務 未 払 金 732,198
未 払 金 204,404
未 払 費 用 727,372
未 払 法 人 税 等 580,817
未 払 消 費 税 等 536,585
契 約 負 債 1,715,163
リ ー ス 債 務 20,050
預 り 金 371,611
賞 与 引 当 金 2,691,270
役 員 賞 与 引 当 金 33,203
契 約 損 失 引 当 金 173,095
業 務 補 償 損 失 引 当 金 561,586
そ の 他 の 引 当 金 36,607
そ の 他 27,596

固 定 負 債 1,109,207
退 職 給 付 引 当 金 922,184
株 式 給 付 引 当 金 51,732
リ ー ス 債 務 34,544
資 産 除 去 債 務 12,587
そ の 他 88,158

負 債 合 計 9,520,773
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 13,616,749
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 13,929,847
利 益 準 備 金 25,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 13,904,847
繰 越 利 益 剰 余 金 13,904,847

自 己 株 式 △413,097
純 資 産 合 計 13,616,749

資 産 合 計 23,137,522 負 債 及 び 純 資 産 合 計 23,137,522

貸　借　対　照　表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 23,027,811
売 上 原 価 16,400,661

売 上 総 利 益 6,627,149
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,391,896

営 業 利 益 2,235,253
営 業 外 収 益

受 取 利 息 28,849

受 取 配 当 金 6,344

受 取 家 賃 11,103

受 取 保 険 金 30,000

受 取 補 償 金 25,991

そ の 他 6,396 108,684

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,223

固 定 資 産 廃 棄 損 1,710

為 替 差 損 14,435 17,368

経 常 利 益 2,326,569
税 引 前 当 期 純 利 益 2,326,569
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 918,355

法 人 税 等 調 整 額 △227,844 690,511

当 期 純 利 益 1,636,058

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計利益準備金

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 25,000 13,455,389 13,480,389 － 13,580,389 13,580,389

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,186,600 △1,186,600 △1,186,600 △1,186,600

当 期 純 利 益 1,636,058 1,636,058 1,636,058 1,636,058

自 己 株 式 の 取 得 △413,097 △413,097 △413,097

当 期 変 動 額 合 計 － － 449,458 449,458 △413,097 36,360 36,360

当 期 末 残 高 100,000 25,000 13,904,847 13,929,847 △413,097 13,616,749 13,616,749

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千 葉 達 哉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 義 久

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

株式会社日水コン
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社日水コンの2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度

の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日水コン及

び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責

任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して

意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書

類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか

について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、
連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査
上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に
影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで
軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千 葉 達 哉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 義 久

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

株式会社日水コン
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社日水コンの2025年1月1日から2025年12月31日までの第68期

事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書
類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責

任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意

見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又

は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が
国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか
どうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査
上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に
影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで
軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第68期事業年度における取
締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたしま
す。

1．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた当期の監査方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部監

査室及び内部統制統括部と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主
要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び主要な使用人等の
職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各
取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検
討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 40 －



2026/02/25 16:08:29 / 25282718_株式会社日水コン_招集通知_電子提供措置用

監査等委員会の監査報告

2．監査の結果
　（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第
118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利
益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

　（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

　（3）　連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2026年２月20日

株式会社日水コン　監査等委員会
常勤監査等委員 春 公 一 郎 ㊞
監 査 等 委 員 髙 田 裕 久 ㊞
監 査 等 委 員 柗 田 由 貴 ㊞

　
（注）監査等委員髙田裕久及び柗田由貴は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であ

ります。
以　上
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取締役選任の件

候補者
番号 氏　名 当社における地位 属性 第68期における

取締役会への出席状況

1 の

野
むら

村
 

　
よし

喜
かず

一 代表取締役会長 再 任
　

13回／14回
（92.9％）

2 なか

中
にし

西
 

　
しん

新
じ

二 代表取締役社長 再 任
　

14回／14回
（100.0％）

３ たね

種
いち

市
 

　
なお

尚
ひと

仁 取締役常務執⾏役員
コンサルティング本部長 再 任

　
10回／10回
（100.0％）

４ お

小
がわ

川
 

　
けん

健
いち

一 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

13回／14回
（92.9％）

再 任
　

再任取締役候補者 社 外
　

社外取締役候補者 独 立
　

証券取引所の定めに基づく
独立役員

株主総会参考書類
議案及び参考事項
議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本株主総会終結の時をもって任期満
了により退任となります。

　つきましては、社外取締役１名を含む、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任を
お願いいたしたく存じます。

なお、本議案に関しましては、過半数を社外取締役で構成する任意の指名報酬委員会において候補
者を審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

－ 42 －
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取締役選任の件

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する
当社の株式数

１

再 任

の

野
 

　
 

　
むら

村
 

　
 

　
よし

喜
 

　
 

　
かず

一
(1948年９月30日)

　

    1971年    4 月 当社入社
    2003年    12月 当社取締役下水道本部長

（兼）下水道東部本部長
    2005年    12月 当社常務取締役下水道本部長

（兼）下水道東部本部長
    2007年    12月 当社取締役副社長
    2009年    12月 当社代表取締役社長
    2019年    3 月 当社代表取締役会長（現任）
    2020年    4 月 一般社団法人持続可能な社会のための日

本下水道産業連合会　会長（代表理事）
（現任）

    2020年    7 月 一般財団法人日水コン水インフラ財団
（現　公益財団法人水・地域イノベーシ
ョン財団）理事長（現任）

現に所有する
株式数

2,000株

潜在的に所有
する株式数

24,630株

（重要な兼職の状況）
一般社団法人持続可能な社会のための日本下水道産業
連合会　会長（代表理事）
公益財団法人水・地域イノベーション財団　理事長

【取締役候補者とした理由】
　野村喜一氏は、2003年12月から当社の取締役として経営に従事し、その役割・責務を適切に果た
しています。また、2009年12月には当社代表取締役社長に就任し、当社の企業価値向上に多くの成
果を上げてきました。2019年３月には当社代表取締役会長に就任し、現在は取締役会議長として業
務執⾏と経営の監督の分離を推進すべく、取締役会を適正に運営しております。これらの実績と当社
の経営全般に関する豊富な経験と知識を有していることから、今後も長期的な企業価値向上に向けて
適切な役割を果たすものと判断いたしました。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
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取締役選任の件

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する
当社の株式数

２

再 任

なか

中
 

　
 

　
にし

西
 

　
 

　
しん

新
 

　
 

　
じ

二
(1960年６月25日)

　

    1985年    4 月 当社入社
    2019年    4 月 当社執⾏役員水道事業部長
    2021年    3 月 当社取締役執⾏役員営業本部長
    2021年    4 月 当社取締役執⾏役員地域統括本部長

（兼）東部統括部長
    2022年    4 月 当社取締役常務執⾏役員地域統括本部長

（兼）東部統括部長
    2023年    4 月 当社取締役常務執⾏役員地域統括本部長
    2025年    1 月 当社取締役常務執⾏役員地域統括本部

管掌
    2025年    3 月 当社代表取締役社長（現任）
    2025年    6 月 公益社団法人全国上下水道コンサルタン

ト協会 会長（現任）

現に所有する
株式数

2,000株

潜在的に所有
する株式数

21,830株

（重要な兼職の状況）
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 会長

【取締役候補者とした理由】
　中西新二氏は、当社入社以来、水道部門を中心とした業務経験を有し、各部門の要職、執⾏役員水
道事業部長、取締役常務執⾏役員地域統括本部長を歴任し、2025年３月から当社の代表取締役社長
として経営に従事し、その役割・責務を適切に果たしています。これらの業務経験と経営全般に関す
る知見を有していることから、今後も長期的な企業価値向上に向けて適切な役割を果たすものと判断
いたしました。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任の件

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する
当社の株式数

３

再 任

たね

種
 

　
 

　
いち

市
 

　
 

　
なお

尚
 

　
 

　
ひと

仁
(1961年５月８日)

　

    1986年    4 月 当社入社
    2015年    4 月 当社執⾏役員下水道事業部長
    2018年    4 月 当社執⾏役員下水道事業部長（兼）事業

統括本部事業企画部長
    2019年    4 月 当社下水道事業部顧問
    2023年    4 月 当社常務執⾏役員コンサルティング本部

長
    2025年    3 月 当社取締役常務執⾏役員コンサルティン

グ本部長（現任）

現に所有する
株式数

ー株

潜在的に所有
する株式数

18,240株

【取締役候補者とした理由】
　種市尚仁氏は、当社入社以来、下水道部門や情報技術部門を中心とした業務経験を有し、2015年
４月から当社の執⾏役員下水道事業部長、常務執⾏役員コンサルティング本部長を歴任し、2025年
３月からは当社の取締役常務執⾏役員コンサルティング本部長を務めるなど当社技術部門における豊
富な業務経験と知見を有しており、当社全体の発展に向けて適切な役割を果たすものと判断いたしま
した。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしました。

４

再 任 社 外 独立

お

小
 

　
 

　
がわ

川
 

　
 

　
けん

健
 

　
 

　
いち

一
(1953年４月12日)

　

    1977年    4 月 東京都入庁（下水道局）
    2012年    7 月 東京都下水道局長
    2013年    9 月 東京都下水道サービス株式会社

代表取締役社長
    2017年    6 月 一般社団法人日本管路更生工法品質確保

協会　会長
    2018年    5 月 下水道メンテナンス協同組合　代表理事
    2023年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2025年    6 月 エス・ピー・アール・レンタル株式会社

相談役（現任）

ー

（重要な兼職の状況）
エス・ピー・アール・レンタル株式会社　相談役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　小川健一氏は、東京都に入庁され、長く下水道⾏政に携わってこられました。その後、東京都下水
道サービス株式会社では代表取締役社長を務められました。これらの業界知識のみならず企業経営者
としての経験で培った幅広い見識に基づき、独立した立場からの経営の監督と助言を期待できると判
断いたしました。以上のことから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 45 －



2026/02/25 16:08:29 / 25282718_株式会社日水コン_招集通知_電子提供措置用

取締役選任の件

氏　名

専門性及び経験

企業経営
経営戦略

技術
R＆D

マーケティ
ング・営業

グローバル
（海外事業）

公共政策
業界知識

財務・会計
資本政策

ガバナンス
法務

リスク管理

人材
マネジメント

野 村  喜 一 〇 〇 〇 〇
中 西  新 二 〇 〇 〇 〇 〇
種 市  尚 仁 〇 〇 〇 〇
小 川  健 一 〇 〇 〇
春  公 一 郎 〇 〇 〇
髙 田  裕 久 〇 〇
柗 田  由 貴 〇 〇

２. 小川健一氏は再任の社外取締役候補者であります。また、当社は、小川健一氏を株式会社東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として届出を⾏っております。同氏の再任が承認された場合には、引き
続き独立役員とする予定であります。

3. 小川健一氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結
の時をもって３年になります。

４. 当社と小川健一氏は、会社法第427条第１項及び当社定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額
としております。再任が承認された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であ
ります。

５. 当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項の定めに基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２．会社の現況　（３）会社役員の状況　④役員
等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。取締役候補者の選任が承認され取
締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約
は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6. 種市尚仁氏の取締役会出席状況は、2025年３月26日の就任後の回数を記載しております。

【ご参考】取締役のスキルマトリックス（議案が原案どおり承認された場合）
　　　各取締役が有する主な専門性及び経験は、以下のとおりです。

【スキルマトリックス】（2026年３月26日本株主総会終結時予定）

（注）各取締役が保有する全ての専門性及び経験を示すものではありません。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿二丁目２番１号
京王プラザホテル　南館４階　扇
TEL 03－3344－0111

●新宿駅西口より徒歩約５分
（ＪＲ・京王線・小田急線・地下鉄）

新宿駅西口より都庁方面への連絡地下道
をまっすぐ５分ほど進み、地下道を出て
すぐ左側にホテルがございます。

●都営大江戸線都庁前駅
 地下道Ｂ１出口よりすぐ
 改札を出てＪＲ新宿駅方面に進み、Ｂ１
 出口階段を上がってすぐ右側にホテルが
 ございます。

※駐車場のご用意はしておりませんので、公共交通機関でのご来場をお願いいたします。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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